
 

 

福岡県農業施設等災害復旧資金融通措置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、平成 24 年７月九州北部豪雨、平成 29 年７月九州北部豪雨、令

和元年８月大雨、令和２年７月豪雨、令和３年８月大雨及び令和７年８月大雨によ

り農業施設等に被害を受けた農業者が、低利資金の融通を受けて速やかに農業経営

の再建を図ることができるよう、県が講ずる措置について必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（対象資金） 

第２条 この要綱において、「農業施設等災害復旧資金」（以下「災害復旧資金」と

いう。）とは、農業近代化資金融通法（昭和 36 年法律第 202 号。以下「法」という。）

第２条第３項に規定する資金であって、次条に掲げる貸付対象者が借り受ける資金

とする。 

 

（貸付対象者等） 

第３条 災害復旧資金の貸付対象者は、法第２条各号に規定する者のうち、平成 24

年７月九州北部豪雨、平成 29 年７月九州北部豪雨、令和元年８月大雨、令和２年７

月豪雨、令和３年８月大雨及び令和７年８月大雨により被害を受け、資金を必要と

する者であって、当該被害について被害内容の証明を市町村長から受けた者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、貸付対象者としないものと 

する。 

（１）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団（第３号において単に「暴力団」という。）又は同条第

６号に規定する暴力団員（次号及び第３号において単に「暴力団員」という。） 

（２）暴力団員が役員となっている団体 

（３）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの 

 

（貸付利率） 

第４条 次の各号に掲げる期間の貸付利率は、次のとおりとする。 

（１）平成 24 年 10 月４日から平成 25 年３月 31 日の間に利子補給承認を行った災害

復旧資金（以下「平成 24 年度承認分」という。）の貸付実行日から５年を経過し

た日以降２年間（最終償還日が貸付実行日から７年以内の貸付けについては、貸

付実行日から５年を経過した日以降最終償還日まで） 

（２）平成 29 年９月 28 日から平成 30 年３月 31 日の間に利子補給承認を行った災害

復旧資金（以下「平成 29 年度承認分」という。）の貸付実行日から５年を経過し

た日以降２年間（最終償還日が貸付実行日から７年以内の貸付けについては、貸

付実行日から５年を経過した日以降最終償還日まで） 

（３）令和元年 10 月２日から令和２年３月 31 日の間に利子補給承認を行う令和元年



 

 

８月大雨に係る災害復旧資金（以下「令和元年度承認分(令和元年度８月災害)」

という。）の貸付実行日から５年を経過した日以降２年間（最終償還日が貸付実

行日から７年以内の貸付けについては、貸付実行日から５年を経過した日以降最

終償還日まで） 

（４）令和２年９月３日から令和３年３月 31 日の間に利子補給承認を行う令和２年７

月豪雨に係る災害復旧資金（以下「令和２年度承認分(令和２年度７月災害)」と

いう。）の貸付実行日から５年を経過した日以降２年間（最終償還日が貸付実行

日から７年以内の貸付けについては、貸付実行日から５年を経過した日以降最終

償還日まで） 

（５）令和３年 10 月７日から令和４年３月 31 日の間に利子補給承認を行う令和３年

８月大雨に係る災害復旧資金（以下「令和３年度承認分(令和３年度災害)」とい

う。）の貸付実行日から５年を経過した日以降２年間（最終償還日が貸付実行日

から７年以内の貸付けについては、貸付実行日から５年を経過した日以降最終償

還日まで） 

（６）令和８年４月１日から令和９年３月 31 日の間に利子補給承認を行う平成 29 年

７月九州北部豪雨に係る災害復旧資金（以下「令和８年度承認分(平成 29 年度災

害)」という。）の貸付実行日から７年間 

（７）令和８年４月１日から令和９年３月 31 日の間に利子補給承認を行う令和７

年８月大雨に係る災害復旧資金（以下「令和８年度承認分（令和７年度災害）」

という。）の貸付実行日から５年を経過した日以降２年間（最終償還日が貸

付実行日から７年以内の貸付については、貸付実行日から５年を経過した日

以降最終償還日まで 



 

 

 

２ 次の各号に掲げる期間の貸付利率は、福岡県農業近代化資金利子補給規程（昭和

37 年福岡県告示第 68 号。以下「規程」という。）第 2 条第 4 項のとおりとする。 

（１）平成 24 年度承認分の貸付実行日から５年間及び貸付実行日から７年を経過し 

た日以降最終償還日まで 

（２）平成 29 年度承認分の貸付実行日から５年間及び貸付実行日から７年を経過し 

た日以降最終償還日まで 

（３）令和元年度承認分(令和元年度８月災害)の貸付実行日から５年間及び貸付実行

日から７年を経過した日以降最終償還日まで 

（４）令和２年度承認分(令和２年度７月災害)の貸付実行日から５年間及び貸付実行

日から７年を経過した日以降最終償還日まで 

貸付対象者等 

 

 

 

 

 

  貸付利率 

法第2条第2項第1号、第2号

、第4号及び第5号に掲げる

融資機関が同条第1項第1号

に掲げる者に貸し付ける場

合 

法第2条第2項第1号に掲げ

る融資機関が同条第1項第2

号から第4号に掲げる者に

貸し付ける場合 

(1)第3条第1項に規定する

者（次項に掲げる場合を除

く） 

 ０％ 

(2)第3条第1項に規定する

者であって、かつ、認定農

業者等であり農業経営基

盤強化促進法（昭和55年法

律第65号）第12条第1項に

規定する農業経営改善計

画（以下単に「農業経営改

善計画」という。）に即し

て農業経営の展開を図る

のに必要な農業近代化資

金（資金の種類が規程第1

項第7号に掲げる資金に該

当する場合は、資金使途の

内容がふ化室、養魚池、餌

料倉庫等内水面養殖事業

に必要な施設の改良、造成

又は取得に要する資金に

限る）を借り入れる場合 

目標地図に位置付けられた

者又は農地中間管理機構か

ら農用地等を借り受けた農

業者の場合 

農業経営基盤強化資金利子

助成金等交付事業実施要綱

（平成24年4月6日付け23経

営第3536号農林水産事務次

官依命通知）第3の2に定め

る実質負担利率の軽減幅（

以下、「実質負担利率の軽

減幅」という。） 

 

上記以外の場合 

 ０％ 

－ 



 

 

（５）令和３年度承認分(令和３年度災害)の貸付実行日から５年間及び貸付実行日か

ら７年を経過した日以降最終償還日まで 

（６）令和８年度承認分(平成 29 年度災害)の貸付実行日から７年を経過した日以降最

終償還日まで 

（７）令和８年度承認分（令和７年度災害）の貸付実行日から７年を経過した日以降

最終償還日まで 

 

３ 次に掲げる期間の貸付利率は、実質負担利率の軽減幅のとおりとする。 

 令和８年度承認分（令和７年度災害）の貸付実行から５年間 

 

４ 次の各号に掲げる期間については、規程第 2 条第 2 項の表第 1 項から第 7 項まで

の特例は適用しない。 

（１）平成 24 年度承認分の貸付実行日から５年間  

（２）平成 29 年度承認分の貸付実行日から５年間 

（３）令和元年度承認分（令和元年度８月災害）の貸付実行日から５年間 

（４）令和２年度承認分（令和２年度７月災害）の貸付実行日から５年間 

（５）令和３年度承認分（令和３年度災害）の貸付実行日から５年間 

 

（利子補給率等） 

第５条 県は、融資機関に対して、次の各号に掲げる期間に限り、融資機関が第 4 条

に掲げる率で貸付けを行った場合において、市町村が第 5 項から第 7 項までに掲げ

る率の利子補給を行う場合には、予算の範囲内で次の率により利子補給金を交付す

る。 

（１）平成 24 年度承認分の貸付実行日から５年を経過した日以降２年間（最終償還日

が貸付実行日から７年以内の貸付けについては、貸付実行日から５年を経過した

日以降最終償還日まで） 

（２）平成 29 年度承認分の貸付実行日から５年を経過した日以降２年間（最終償還日

が貸付実行日から７年以内の貸付けについては、貸付実行日から５年を経過した

日以降最終償還日まで） 

（３）令和元年度承認分（令和元年度８月災害）の貸付実行日から５年を経過した日

以降２年間（最終償還日が貸付実行日から７年以内の貸付けについては、貸付実

行日から５年を経過した日以降最終償還日まで） 

（４）令和２年度承認分（令和２年度７月災害）の貸付実行日から５年を経過した日

以降２年間（最終償還日が貸付実行日から７年以内の貸付けについては、貸付実

行日から５年を経過した日以降最終償還日まで） 

（５）令和３年度承認分（令和３年度災害）の貸付実行日から５年を経過した日以降

２年間（最終償還日が貸付実行日から７年以内の貸付けについては、貸付実行日

から５年を経過した日以降最終償還日まで） 

（６）令和８年度承認分（平成 29 年度災害）の貸付実行日から７年間 



 

 

（７）令和８年度承認分（令和７年度災害）の貸付実行日から５年を経過した日以降

２年間（最終償還日が貸付実行日から７年以内の貸付については、貸付実行日か

ら５年を経過した日以降最終償還日まで） 

 



 

 

 

貸付対象者等 

 

 

 

 

 

利子補給率 

法第2条第2項第1号、第2号、

第4号及び第5号に掲げる融資

機関が同条第1項第1号に掲げ

る者に貸し付ける場合 

法第2条第2項第1号に掲げ

る融資機関が同条第1項第2

号から第4号に掲げる者に

貸し付ける場合 

(1)第3条第1項に規定す

る者（次項に掲げる場合

を除く） 

 

 

 

農業近代化資金の円滑な融通のためのガイドラインの制

定について（平成17年4月1日付け16経営第8870号農林水産

省経営局長通知）第3の1の(2)ウに基づき通知される基準

金利（以下、「基準金利」という。）から農業近代化資金

融通法第2条第3項第4号の規定に基づき、同号の農林水産

大臣が定める利率を定める件(平成14年6月農林水産省告

示第1182号)により定められた利率（以下、「農林水産大

臣が定める利率」という。）を控除した率に農林水産大臣

が定める利率を2で除した率を加えた率 

(2)第3条第1項に規定す

る者であって、かつ、認

定農業者等であり農業

経営改善計画に即して

農業経営の展開を図る

のに必要な農業近代化

資金（資金の種類が規程

第1項第7号に掲げる資

金に該当する場合は、資

金使途の内容がふ化室、

養魚池、餌料倉庫等内水

面養殖事業に必要な施

設の改良、造成又は取得

に要する資金に限る）を

借り入れる場合 

目標地図に位置付けられた者

又は農地中間管理機構から農

用地等を借り受けた農業者の

場合 

基準金利から農林水産大臣が

定める利率を控除した率に農

林水産大臣が定める利率から

実質負担利率の軽減幅を控除

した率を2で除し小数点以下

第4位を4捨5入した上で、小数

点以下第3位を2捨3入又は7捨

8入し0.005％単位とした率を

加えた率 

 

上記以外の場合 

基準金利から農林水産大臣が

定める利率を控除した率に農

林水産大臣が定める利率を2

で除し小数点以下第4位を4捨

5入した上で、小数点以下第3

位を2捨3入又は7捨8入し0.00

5％単位とした率を加えた率 

－ 



 

 

２ 次の各号に掲げる期間の県の利子補給率は、規程第 2 条第 2 項及び第 3 項のとお

りとする。 

（１）平成 24 年度承認分の貸付実行日から５年間及び貸付実行日から７年を経過した

日以降最終償還日まで 

（２）  平成 29 年度承認分の貸付実行日から５年間及び貸付実行日から７年を経過し

た日以降最終償還日まで 

（３）令和元年度承認分（令和元年度８月災害）の貸付実行日から５年間及び貸付実

行日から７年を経過した日以降最終償還日まで 

（４）令和２年度承認分（令和２年度７月災害）の貸付実行日から５年間及び貸付実

行日から７年を経過した日以降最終償還日まで 

（５）令和３年度承認分（令和３年度災害）の貸付実行日から５年間及び貸付実行日

から７年を経過した日以降最終償還日まで 

（６）令和８年度承認分（平成 29 年度災害）の貸付実行日から７年を経過した日以降

最終償還日まで 

（７）令和８年度承認分（令和７年度災害）の貸付実行日から７年を経過した日以降

最終償還日まで 



 

 

３ 次に掲げる期間の県の利子補給率は、以下のとおりとする。 

 令和８年度承認分（令和７年度災害）の貸付実行から５年間 

貸付対象者 利子補給率 

法第 2 条第 2 項第 1 号、第 2

号、第 4 号及び第 5 号に掲げ

る融資機関が同条第 1項第 1

号に掲げる者に貸し付ける

場合 

法第 2 条第 2 項第 1 号に掲

げる融資機関が同条第 1項

第 2号から第 4号に掲げる

者に貸し付ける場合 

(1)第 3 条第 1項に規定す

る者（次項に掲げる場合

を除く） 

基準金利から農林水産大臣が定める利率を控除した率に

農林水産大臣が定める利率から実質負担利率の軽減幅を

控除した率を 2 で除し小数点以下第 4 位を 4 捨 5 入した

上で、小数点以下第 3 位を 2 捨 3 入又は 7 捨 8 入し 0.005

％単位とした率を加えた率を加えた率 

(2)第 3 条第 1項に規定す

る者であって、かつ、認

定農業者等であり農業

経営改善計画に即して

農業経営の展開を図る

のに必要な農業近代化

資金（資金の種類が規程

第 1項第 7号に掲げる資

金に該当する場合は、資

金使途の内容がふ化室、

養魚池、餌料倉庫等内水

面養殖事業に必要な施

設の改良、造成又は取得

に要する資金に限る）を

借り入れる場合 

基準金利から農林水産大臣

が定める利率を控除した率

に農林水産大臣が定める利

率から実質負担利率の軽減

幅を控除した率を 2 で除し

小数点以下第 4 位を 4 捨 5

入した上で、小数点以下第 3

位を 2捨 3入又は 7捨 8入し

0.005％単位とした率を加え

た率を加えた率 

－ 

 

４ 次の各号に掲げる期間については、規程第 2 条第 2 項の表第 1 項から第 7 項まで

の特例は適用しない。 

（１）平成 24 年度承認分の貸付実行日から５年間 

（２）平成 29 年度承認分の貸付実行日から５年間 

（３）令和元年度承認分（令和元年度８月災害）の貸付実行日から５年間 

（４）令和２年度承認分（令和２年度７月災害）の貸付実行日から５年間 

（５）令和３年度承認分（令和３年度災害）の貸付実行日から５年間 

 

 

 



 

 

５ 貸付実行日から５年を経過した日以降２年間（最終償還日が貸付実行日から７年

以内の貸付けについては、貸付実行日から５年を経過した日以降最終償還日まで）

の市町村の利子補給率は、次のとおりとする。 

貸付対象者等 

 

 

 

 

 

利子補給率 

法第2条第2項第1号、第2号、

第4号及び第5号に掲げる融資

機関が同条第1項第1号に掲げ

る者に貸し付ける場合 

 

法第2条第2項第1号に

掲げる融資機関が同条

第1項第2号から第4号

に掲げる者に貸し付け

る場合 

(1)第3条第1項に規定する

者（次項に掲げる場合を除

く） 

農林水産大臣が定める利率を4で除した率 

 

(2)第3条第1項に規定する

者であって、かつ、認定農

業者等であり農業経営改

善計画に即して農業経営

の展開を図るのに必要な

農業近代化資金（資金の種

類が規程第1項第7号に掲

げる資金に該当する場合

は、資金使途の内容がふ化

室、養魚池、餌料倉庫等内

水面養殖事業に必要な施

設の改良、造成又は取得に

要する資金に限る）を借り

入れる場合 

目標地図に位置付けられた者

又は農地中間管理機構から農

用地等を借り受けた農業者の

場合 

農林水産大臣が定める利率か

ら実質負担利率の軽減幅を控

除した率を4で除し小数点以下

第5位を4捨5入した上で、小数

点以下第4位を2捨3入又は7捨8

入し0.0005％単位とした率 

 

上記以外の場合 

農林水産大臣が定める利率を4

で除し小数点以下第5位を4捨5

入した上で、小数点以下第4位

を2捨3入又は7捨8入し0.0005

％単位とした率 

－ 

 

６ 貸付実行日から５年間（ただし、当該貸付けが次項に定めるものを除く）の市町

村の利子補給率は、前項に掲げる期間の利子補給率を定める表のとおりとする。 

 

７ 貸付実行日から５年間（ただし、当該貸付けが第３条第１項に規定する災害のう

ち、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱別表の農林水産省経営局

金融調整課長が別に定める要件について（令和２年３月 30 日元経営第 3240 号農林

水産省経営局金融調整課長通知。）に規定する当該年度に措置するとして示された

利子助成対象要件となるものに限る。）の市町村の利子補給率は、次のとおりとす

る。 



 

 

 貸付対象者 利子補給率 

法第 2 条第 2 項第 1 号、

第 2 号、第 4 号及び第 5

号に掲げる融資機関が同

条第 1 項第 1 号に掲げる

者に貸し付ける場合 

法第 2 条第 2 項第 1 号に

掲げる融資機関が同条第

1項第 2号から第 4号に掲

げる者に貸し付ける場合 

(1)第 3 条第 1 項に規定す

る者（次項に掲げる場合

を除く） 

農林水産大臣が定める利率から実質負担利率の軽減

幅を控除した率を 4 で除し小数点以下第 5 位を 4 捨 5

入した上で、小数点以下第 4 位を 2 捨 3 入又は 7 捨 8

入し 0.0005％単位とした率 

(2)第 3 条第 1 項に規定す

る者であって、かつ、認

定農業者等であり農業経

営改善計画に即して農業

経営の展開を図るのに必

要な農業近代化資金（資

金の種類が規程第1項第7

号に掲げる資金に該当す

る場合は、資金使途の内

容がふ化室、養魚池、餌

料倉庫等内水面養殖事業

に必要な施設の改良、造

成又は取得に要する資金

に限る）を借り入れる場

合 

農林水産大臣が定める利

率から実質負担利率の軽

減幅を控除した率を 4 で

除し小数点以下第5位を4

捨 5 入した上で、小数点

以下第 4 位を 2 捨 3 入又

は 7 捨 8 入し 0.0005％単

位とした率 － 

 

（貸付手続等） 

第６条 災害復旧資金の貸付手続等については、別記に定めるところによるものとす

る。 

 

（利子補給承認期間） 

第７条 災害復旧資金の利子補給承認期間は、次のとおりとする。 

（１）平成 24 年７月九州北部豪雨分は平成 24 年 10 月４日から平成 25 年３月 31 日ま

で 

（２）平成 29 年７月九州北部豪雨分は平成 29 年９月 28 日から令和９年３月 31 日ま

で 

（３）令和元年８月大雨分は令和元年 10 月２日から令和２年３月 31 日まで 

（４）令和２年７月豪雨分は令和２年９月３日から令和３年３月 31 日まで 

（５）令和３年８月大雨分は令和３年 10 月７日から令和４年３月 31 日まで 



 

 

（６）令和７年８月大雨分は令和７年 12 月 19 日から令和９年３月 31 日まで 

 

（利子補給金の交付等） 

第８条 利子補給金の額及び交付については、規程第５条及び第６条に定めるとおり

とする。 

 

（利子補給金の打切り又は返還） 

第９条 知事は、災害復旧資金の借受者が、その借入金を借入目的以外に使用した場

合又は第３条第２項各号のいずれかに該当するに至った場合は、融資機関に対する

利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の

返還を命ずることができる。 

 

（報告及び調査） 

第１０条 知事は、必要があると認めるときは、市町村、融資機関及び災害復旧資金

の借受者から報告を求め、又は県の職員に調査を行わせることができる。 

 

（書類の提出） 

第１１条 この要綱に基づき知事に提出する書類は、借受者の住所地を管轄する農林

事務所長を経由して知事に提出しなければならない。 

 

（利子補給金の経理） 

第１２条 利子補給金の交付対象者は、借り入れた災害復旧資金についての収支

簿を備え、他の経理と区別して災害復旧資金の収入額及び支出額を記載し、災

害復旧資金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 利子補給金の交付対象者は、前項の支出額について、その支出内容を証する

書類を整備して、前項の収支簿とともに利子補給事業の完了の日の属する年度

の終了後５年間保存しなければならない。 

（福岡県補助金等交付規則との関係） 

 

第１３条 利子補給金の交付については、この要綱に定めるもののほか、福岡県補助

金等交付規則（昭和 33 年福岡県規則第５号）の定めるところによる。 

 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、災害復旧資金の融通に関し必要な事項は、

法、農業近代化資金融通法施行令（昭和 36 年政令第 346 号）、規程及び福岡県農業

近代化資金事務取扱要領（平成 14年９月 30日 14経金第 107号福岡県農政部長通知。

以下「要領」という。）の規定を適用する。 

 

 



 

 

附 則 

１ この要綱は平成 24 年 10 月４日から施行し、平成 24 年度の利子補給金から適用す

る。 

２ この要綱の施行日以前に承認された農業近代化資金のうち、この要綱に定める資

金の要件を満たすものについては、別記に定める利子補給承認手続を原貸付けにか

かる変更承認手続として扱う。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成 27 年４月１日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧資

金融通措置要綱の規定は、平成 27 年度の利子補給金から適用する。 

  

附 則 

１ この要綱は平成 29 年９月 28 日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧

資金融通措置要綱の規定は、平成 29 年度の利子補給金から適用する。 

２ この要綱の施行日以前に承認された農業近代化資金のうち、この要綱に定める資

金の要件を満たすものについては、別記に定める利子補給承認手続を原貸付けにか

かる変更承認手続として扱う。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は平成 30 年８月 29 日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧

資金融通措置要綱の規定は、平成 30 年度の利子補給金から適用する。 

２ この要綱の施行日以前に承認された農業近代化資金のうち、この要綱に定める資

金の要件を満たすものについては、別記に定める利子補給承認手続を原貸付けにか

かる変更承認手続として扱う。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は令和元年 10 月２日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧資

金融通措置要綱の規定は、令和元年度の利子補給金から適用する。 



 

 

２ この要綱の施行日以前に承認された農業近代化資金のうち、この要綱に定める資

金の要件を満たすものについては、別記に定める利子補給承認手続を原貸付けにか

かる変更承認手続として扱う。 

３ この要綱のうち、第１条、第３条第１項、第４条第１項第８号、第４条第２

項第８号、第５条第１項第８号、第５条第２項第８号及び第７条第１項第４号

における令和元年８月大雨災害に係る部分については、８月 27 日から適用す

る。 

 

附 則 

１ この要綱は令和元年 11 月 22 日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧

資金融通措置要綱の規定は、令和元年度の利子補給金から適用する。 

２ この要綱の施行日以前に承認された農業近代化資金のうち、この要綱に定める資

金の要件を満たすものについては、別記に定める利子補給承認手続を原貸付けにか

かる変更承認手続として扱う。 

３ この要綱のうち、第１条、第３条第１項、第４条第１項第８号、第４条第２項第

８号、第４条第３項第５号、第５条第１項第８号、第５条第２項第８号、第５条第

３項第５号、第７条第１項第４号、別記第１項第２号、別記第２項第５号及び別記

第３項における令和元年８月大雨災害に係る部分については、８月 27 日から適用す

る。 

４ この要綱のうち、第１条、第３条第１項、第４条第１項第９号、第４条第２項第

９号、第４条第３項第６号、第５条第１項第９号、第５条第２項第９号、第５条第

３項第６号、第７条第１項第５号、別記第１項第２号、別記第２項第５号及び別記

第３項における令和元年台風 17 号災害に係る部分については、９月 22 日から適用

する。 

 

附 則 

 この要綱は令和２年６月４日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧資

金融通措置要綱の規定は、令和２年度の利子補給金から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は令和２年９月３日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧資

金融通措置要綱の規定は、令和２年度の利子補給金から適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は令和２年 11 月９日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧資

金融通措置要綱の規定は、令和２年度の利子補給金から適用する。 

２ この要綱の施行日以前に承認された農業近代化資金のうち、この要綱に定める資

金の要件を満たすものについては、別記に定める利子補給承認手続を原貸付けにか

かる変更承認手続として扱う。 



 

 

３ この要綱のうち、第１条、第３条第１項、第４条第１項第 14 号、第４条第２項第 

14 号、第５条第１項第 14 号、第５条第２項第 14 号、第７条第１項第７号における

令和２年台風 10 号災害に係る部分については、９月６日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は令和２年 12 月 28 日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は令和３年５月 25 日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧資

金融通措置要綱の規定は、令和３年度の利子補給金から適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は令和３年 10 月７日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧資

金融通措置要綱の規定は、令和３年度の利子補給金から適用する。 

２ この要綱の施行日以前に承認された農業近代化資金のうち、この要綱に定める資

金の要件を満たすものについては、別記に定める利子補給承認手続を原貸付けにか

かる変更承認手続として扱う。 

 

附 則 

 この要綱は令和４年５月 18 日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧資

金融通措置要綱の規定は、令和４年度の利子補給金から適用する。 

 

附 則 

  この要綱は令和５年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年 10 月４日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害

復旧資金融通措置要綱の規定は、令和５年６月 29 日の利子補給金から適用する。 

２ この要綱の施行日以前に承認された農業近代化資金のうち、この要綱に定める資

金の要件を満たすものについては、別記に定める利子補給承認手続を原貸付けにか

かる変更承認手続として扱う。 

 

附 則 

  この要綱は令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は令和７年４月１日から施行する。 

 

 



 

 

附 則 

  この要綱は令和７年 11 月 21 日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧

資金融通措置要綱の規定は、令和７年度に承認した資金から適用する。なお、令和

６年度以前に貸し付けられたものについては、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は令和７年 12 月 19 日から施行し、改正後の福岡県農業施設等災害復旧

資金融通措置要綱の規程は、令和７年８月９日の利子補給金から適用する。 

２ この要綱の施行日以前に承認された農業近代化資金のうち、この要綱に定める資

金の要件を満たすものについては、別記に定める利子補給承認手続きを原貸付けに

かかる変更承認手続きとして扱う。 

 

附 則 

  この要綱は令和８年４月１日から施行する。 



 

 

  別記(第６条関係) 

１ 借入申込手続 

(１)災害復旧資金を借り受けようとする被害農業者は、要領第３の２①に定める

農業近代化資金の借入申込書及び添付書類に被害内容について市町村長の証明

を受けた罹災証明書(参考様式）（写し可）を添えて、融資機関に提出しなけれ

ばならない。なお、罹災証明書の様式は参考様式と同等の内容を確認できるも

のであればよい。 

(２)融資機関は、災害復旧資金を貸し付けようとするときは、(１)の借入申込書

及び添付された書類の写しを添えて、農業近代化資金（農業施設等災害復旧資

金）利子補給承認申請書(様式第１号。以下「承認申請書」という。)を当該被

害農業者の住所地の市町村（住所地に依りがたい場合は、復旧対象施設等の所

在する市町村）を経由して知事に提出するものとする。 

  また、融資機関は、平成 24 年度承認分、平成 29 年度承認分、令和元年度承

認分(令和元年度８月災害)、令和２年度承認分(令和２年度７月災害)及び令和

３年度承認分(令和３年度災害)のうち償還期間が５年以内の災害復旧資金を

貸し付けようとするときは、これらの書類を、市町村を経由せずに、知事に直

接提出するものとする。 

(３)融資機関は、福岡県農業信用基金協会(以下「信用基金協会」という。) の

保証を付す場合には、債務保証委託申込書を信用基金協会に送付するととも

に、債務保証の委託申込手続きを代行するものとする。 

 

２ 利子補給承認手続 

(１)市町村長は、１の(２)の規定により提出された書類の送付を受けたときは、

その内容を審査するものとする。 

(２)(１)の審査に基づき、市町村長は、承認申請書の市町村意見欄に利子補給の

適否及び利子補給が適当であるときはその利子補給率を記入して知事に提出

するものとする。 

(３)知事は、承認申請書を審査し、被害農業者ごとに利子補給の承認又は不承認

を行うものとする。 

(４)知事は、(３)の審査を行うときは、必要に応じて、関係機関の意見を徴する

ものとする。 

(５)知事は、利子補給の承認又は不承認を行ったときは、市町村を経由して(平

成 24 年度承認分、平成 29 年度承認分、令和元年度承認分(令和元年度８月災

害)、令和２年度承認分(令和２年度７月災害）及び令和３年度承認分(令和３

年度災害)で償還期間が５年以内の貸付けについては直接)、融資機関に対し、

農業近代化資金（農業施設等災害復旧資金）利子補給承認通知書（様式第２号。

以下「承認通知書」という。) により承認又は不承認の通知をするものとする。 

(６)市町村長は、(５)の規定により知事が承認の通知をしたときは、資金の貸付

けにつき利子補給を行う旨の契約を、速やかに融資機関と締結するものとし、



 

 

契約締結後、当該契約書の写しを知事に提出するものとする。 

 

３ 貸付手続等 

融資機関は、承認通知書により承認の通知を受けたときは、要領に定めるとこ

ろにより災害復旧資金の貸付手続及び融資実行後の手続を行うものとする。この

場合、要領により知事に提出することとされている書類は、市町村を経由するも

のとする（平成 24 年度承認分、平成 29 年度承認分、令和元年度承認分(令和元

年度８月災害)、令和２年度承認分(令和２年度７月災害)及び令和３年度承認分

(令和３年度災害)で償還期間が５年以内の貸付けを除く）。 

 

４ 利子補給 

（１）知事は、災害復旧資金を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付する

ものとする。 

（２）融資機関は、災害復旧資金の利子補給金の交付申請については、農業近代化

資金（農業施設等災害復旧資金）利子補給金交付申請書（様式第３号）及び融

資機関役員名簿（様式第４号）を知事に提出するものとする。 

  なお、提出先、提出部数及び提出期限については、要領第４に定めるとおり

とする。 



【様式第１号（別記１(2)関係）】

　農業近代化資金（農業施設等災害復旧資金）利子補給承認申請書 　　　農業近代化資金（農業施設等災害復旧資金）融資意見書

　第　　　号 　第　　　号

　年　月　日 　年　月　日

　福岡県知事　殿

融資機関名 市町村名

総事業費
貸付予定

額
承認額

貸付から
5年間

5年経過後
2年間

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

％

％

％

％

％

％

％

　月　日

　年　月　日

　年 ％ ％

貸付後
5年間

基金協会
債務保証

％　年 ％

％

％ ％

　年　月　日 　年　月　日 　年

予定利子補給率

％ ％

備考

県（農林事務所）記入欄

　月　日 　年　月　日 　年

資金種類
最終回償還・
（A)からの期間

印

融　　資　　機　　関　　記　　入　　欄

　年　月　日

　年　月　日 ％ ％　月　日 ％

　年　月　日 　年 ％ ％％

適　・　否

％ ％　年　月　日 　年 　年　月　日

％　月　日 　年　月　日 ％ ％ ％　年　月　日 　年

　月　日 　年　月　日 　年 　年　月　日 　年 ％ ％

％

適　・　否

　年　月　日

％　年　月　日

　月　日 　年　月　日

％ ％

％　年 ％ ％ ％

　月　日 　年　月　日 　年 　年　月　日 ％ ％％

　年　月　日 　年 ％

適　・　否

適　・　否

　年　月　日

　年　年　月　日

　年 ％

％ ％

　年　月　日 　年 ％ ％　月　日 　年　月　日

　年　月　日

％ ％

％ ％

適　・　否

　年 ％ ％　年　月　日 　月　日 　年　月　日 　年 ％

適　・　否

市町村意見等

災害による被害及び被害
内容については、別添罹
災証明のとおりであるの
で、利子補給の承認をし

ます

適　・　否

7年
経過後

5年目応
答日以
降2年間

貸付後
5年間

資金区
分

承認番
号

（千円）予定利子補給率
7年

経過後

5年目
応答日
以降2
年間

予定貸付利率

（千円）

貸付の相手方
対象
者
区分

号 使途 償還期間償還日据置期間償還日

約定償還
日

適　・　否

適　・　否

認定農業
者の融資
率の特例

貸付実行
予定日
（A)

第１回目償還・
（A)からの期間

(千円）

国の利子
助成の適

用

　年　月　日 　年



【様式第１号（別記１(2)関係）】

　農業近代化資金（農業施設等災害復旧資金）利子補給承認申請書（変更） 　　　農業近代化資金（農業施設等災害復旧資金）融資意見書

　第　　　号 　第　　　号

　年　月　日 　年　月　日

　福岡県知事　殿

融資機関名 市町村名

市町村意見等

総事業費 貸付予定額 承認額

貸付から
５年間

５年経過後
２年間

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％
％ ％　年 ％ ％％　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日　年　月　日

％　月　日 　年　月　日 　年

適　・　否

％％　年　月　日 　年 ％ ％

％ ％

　年　月　日

　年 ％ ％％　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日　年　月　日

％　月　日 　年　月　日 　年 ％％　年　月　日 　年 ％ ％

％ ％

　年　月　日

　年 ％ ％％　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日　年　月　日

％　月　日 　年　月　日 　年 ％　年　月　日 　年 ％ ％％

％

　年　月　日 ％

　年　月　日 　年 ％ ％

％ ％ 変更前％

県（農林事務所）記入欄

資金種類
最終回償還・
（A)からの期間

　年　月　日

印

融　　資　　機　　関　　記　　入　　欄

予定貸付利率

％　月　日 　年　月　日 　年

　年　月　日 　年

変更後

予定利子補給率

％ ％％％ ％　年　月　日 　年

％

　年 ％

％

％

％

％

％

％

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

　年　月　日

％

％　月　日 　年　月　日

　月　日 　年　月　日 　年 ％

予定利子補給率

災害による被害及び被害内
容については、別添罹災証
明のとおりであるので、利
子補給の承認をします

適　・　否

適　・　否

適　・　否

承認番号 資金区分

適　・　否

貸付の相手方 備考
国の利子助
成の適用

約定償還日
認定農業者
の融資率の

特例

貸付実行
予定日
（A)

(千円）（千円）

　年　月　日

対象
者
区分

基金協会
債務保証

償還期間償還日据置期間償還日

第１回目償還・
（A)からの期間

貸付後
5年間

5年目応
答日以
降2年間

7年
経過後

（千円）
貸付後
5年間

5年目
応答日
以降2
年間

7年
経過後

使途号



 

【様式第１号 記入上の注意点】 

(1) 貸付の相手方 

借入申込書に記載された、氏名又は団体名を記入すること 

 (2) 対象者区分                                 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 資金種類 

(a) 号                                     

(b) 資金使途 

「農舎」、「トラクター」、「コンバイン」等具体的な資金使途を記入すること 

(4) 総事業費 

融資の対象となる総事業費を記入すること（千円単位） 

(5) 貸付予定額 

融資を行おうとする予定額を記入すること（千円単位） 

※ 貸付予定額 ≦ 総事業費 × 融資率 

(6) 貸付実行予定日 

貸付実行を行おうとする予定日を記入すること 

(7) 認定農業者の融資率の特例 

認定農業者に係る融資率の特例の適用の有無について、"有"又は"無"と記入すること 

(8) 利子助成の適用 

国の利子助成の適用について、右図のコードを記入すること 

(9) 約定償還日 

約定償還日を記入する(年１回) 

(10) 第１回目償還 

(a) 償還日 

第１回目の償還予定日を記入すること 

(b) 据置期間 

貸付実行予定日から第１回目償還日までの年数(１年未満切り捨て)を記入すること 

 ※制度上の据置期間を超えないこと 

(11) 最終回償還 

(a) 償還日 

償還の終了予定日を記入すること 

(b) 償還期間 

貸付実行予定日から最終償還日までの年数(１年未満切り上げ)を記入すること 

 ※制度上の償還期限を超えないこと 

(12) 基金協会債務保証 

福岡県農業信用基金協会による債務保証の予定について、"有"又は"無"と記入すること 

(13) 予定貸付利率 

申請を行う日現在の貸付利率を記入すること 

(14) 市町村の利子補給率 

 融資機関申請日現在の利子補給率を記入すること 

(15) 県重点資金の特例の適用を受けようとする場合は、備考欄に"重点（園芸）"等と記入すること 

(16) 集落営農組織等の特例の適用を受けようとする場合は、備考欄に"集落"と記入すること 

  

貸 付 対 象 者 

 

コード 
   

 
個 
人 
施 
設 

 

 
 
農 
業 
を 
営 
む 
者 

 

目標地図に位置付けられた者 10 

認定農業者 11 

認定農業者である法人の構成員 12 

認定新規就農者 13 

主業農業経営者（個人） 14 

主業農業経営者（法人） 15 

家族農業経営者 16 

農業を営む任意団体(集落営農組織等を除く) 17 

集落営農組織 18 

農業参入法人 19 

 
 
 
 

共 
同 
利 
用 
施 
設 

 

農業協同組合 20 

農業協同組合連合会 30 

 
そ 
の 
他 
法 
人 
等 

 

農事組合法人 41 

農業協同組合中央会 42 

農業共済組合及び農業共済組合連合会 43 

土地改良区及び土地改良区連合 44 

たばこ耕作組合 45 

農住組合 46 

農業振興一般社団法人等 47 

株式会社、持分会社 48 

その他任意団体 49 

 

資  金  使  途 

 

コード 

建構築物造成資金(農舎等施設関係) 11 

建構築物造成資金(農機具等設備関係) 12 

果樹等植栽育成資金 20 

家畜購入育成資金 30 

小土地改良資金 40 

長期運転資金 50 

農村環境整備資金 60 

大臣特認資金 70 

セット（上記2種類以上の組み合わせ） 80 

利子助成事業名 コード 

適用なし 00 

農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業 

（金利負担軽減特例分） 
10 

農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業 

（災害関連資金） 
11 

担い手経営発展支援金融対策事業 20 



【様式第２号（別記２(5)関係）】

　農業近代化資金（農業施設等災害復旧資金）利子補給承認通知書

　第　　　号

　年　月　日

（申請者） （意見）

融資機関名 市町村名
福岡県知

事

総事業費 貸付予定額 承認額

貸付から
5年間

5年経過後
2年間

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

適　・　否

適　・　否

適　・　否

7年
経過後予定利子補給率

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

5年目
応答日
以降2
年間

7年
経過後

（千円）
貸付後
5年間

5年目応
答日以
降2年間

資金区分 備考

号 使途 （千円） (千円） 償還日 据置期間 償還日 償還期間
貸付後
5年間

市町村意見等

貸付の相手方
対象
者
区分

貸付実行
予定日
（A)

認定農業者
の融資率の

特例

国の利子助
成の適用

約定償還日
基金協会
債務保証

　年　月　日 　年　年　月　日

　月　日 　年　月　日

％

％ ％

　年

印

％　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日

％

災害による被害及び被害内
容については、別添罹災証
明のとおりであるので、利
子補給の承認をします

％　年 ％ ％ ％　年　月　日

％ ％　年　月　日 　年 ％ ％　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日

　年 ％ ％％　月　日　年　月　日

　月　日 　年　月　日 　年 ％％　年　月　日 ％ ％

％ ％　年 ％ ％

適　・　否

　年　月　日

％％　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日

　月　日 　年　月　日 　年

　年　月　日

％　年　月　日 　年 ％ ％

％

　年　月　日 ％

　年 ％ ％％　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日

％

　年　月　日

県（農林事務所）記入欄

資金種類
最終回償還・
（A)からの期間

第１回目償還・
（A)からの期間

　年　月　日 　月　日 　年　月　日 　年 ％　年　月　日 　年 ％ ％

予定利子補給率

％ ％％

予定貸付利率

承認番号

　年　年　月　日　年　月　日 　年 ％ ％％

％

％

％％

％

％

％

適　・　否

％

％％



【様式第２号（別記２(5)関係）】

　農業近代化資金（農業施設等災害復旧資金）利子補給承認通知書（変更）

　第　　　号

　年　月　日

（申請者） （意見）

融資機関名 市町村名
福岡県知

事

総事業費
貸付予定

額
承認額

貸付から
5年間

5年経過後
2年間

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

　　　％ 　　　％

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

％

％

貸付後
5年間

5年目応
答日以
降2年間

7年
経過後予定利子補給率

資金区
分

備考

号 使途 （千円） (千円） 償還日 据置期間 償還日 償還期間

5年目
応答日
以降2
年間

市町村意見等

貸付の相手方
対象
者
区分

貸付実行
予定日
（A)

認定農業
者の融資
率の特例

国の利子
助成の適

用

約定償還
日

基金協会
債務保証

災害による被害及び被害
内容については、別添罹
災証明のとおりであるの
で、利子補給の承認をし

ます
貸付後
5年間

％

％

％

％

％

％

％

　年 ％ ％％

％

　年　年　月　日　年　月　日 　月　日 　年　月　日

変更後

予定利子補給率

％ ％％％

予定貸付利率

％

承認番
号

7年
経過後

（千円）

％　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日 　年

県（農林事務所）記入欄

資金種類
最終回償還・
（A)からの期間

第１回目償還・
（A)からの期間

％

　年　月　日

変更前

　年　月　日 　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日 　年 ％ ％ ％ ％

　年　月　日 　月　日 　年　月　日 　年 ％　年　月　日 　年 ％ ％ ％

　年　月　日 　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日

　年　月　日

　年 ％ ％％

％

％ ％

％ ％　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日 　年

％ ％％

適　・　否

　年　月　日 　月　日 　年　月　日 　年

　年　月　日 　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日 　年 ％ ％ ％％

適　・　否

適　・　否

　年　月　日 　月　日 　年　月　日 　年　年　月　日

％ ％

％ ％ ％％％

印

％ ％

％ ％

　年

　年　年　月　日



 

 【様式第２号 記入上の注意点】 

(1) 承認貸付利率 

  承認を行う日現在の貸付利率を記入すること 

(2) 市町村意見等欄の利子補給率 

  承認を行う日現在の市町村利子補給率を記入すること 

(3) 承認額（千円単位） 

審査の結果、承認することとした額を記入する 

(4) 承認番号 

次のとおり、年度毎の一連番号を記入すること 

団体指導課   0101～ 

福岡農林事務所 1101～ 

朝倉農林事務所 2101～ 

八幡農林事務所 3101～ 

飯塚農林事務所 5101～ 

筑後農林事務所 6101～ 

行橋農林事務所 8101～ 

(5) 資金区分 

資  金  区  分 コード 

園芸農業者の特例併用（認定農業者等） 208 

園芸農業者の特例併用（一般） 209 

減農薬・減化学肥料の特例併用（認定農業者等） 308 

減農薬・減化学肥料の特例併用（一般） 309 

バイオマスの特例併用（認定農業者等） 408 

バイオマスの特例併用（一般） 409 

家畜排泄物の特例併用（認定農業者等） 508 

家畜排泄物の特例併用（一般） 509 

畜産振興の特例併用（認定農業者等） 608 

畜産振興の特例併用（一般） 609 

一 般(上記以外) 100 

 

(6) 承認利子補給率 

承認を行う日現在の県利子補給率を記入すること 

(7) その他の欄は、申請書の内容どおりとすること 

 

 



 

【様式第３号（別記４(2)関係）】 

 

   年度 期農業近代化資金（農業施設等災害復旧資金）利子補給金交付申請書 

 

   第                          号             

    年  月 日     

 

 福 岡 県 知 事  殿              

  

 

住所 

融資機関名 

                                                         代表者名          

（記名押印又は署名） 

 

 福岡県農業近代化資金利子補給規程及び農業施設等災害復旧資金融通措置要綱に基づき融資した貸付金について、 

年 月 日から同年 月 日までの期間に係る利子補給金        円の交付を申請します。 

 

 

   １ 融資実績 

 

期首融資残高 

(A) 
 

 

 

期中実貸付額 

(B) 
 

 

 

留保解除額 

(C) 
 

 

 

約定償還額 

(D) 
 

 

 

繰上償還額 

(E) 
 

 

 

期末融資残高 

(F) 
 

(A)+(B)+(C)-(D)-(E) 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 



 

【様式第３号の２（別記４(2)関係）】
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【様式第３号の３（別記４(2)関係）】 

 

５ 利子補給金計算明細  

 （単位：千円）   
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年
度 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
承認番号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
加算項目 

 
減算項目 

 
積
数 
合
計 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
利子 
補給
率 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
利子 
補給金 

（円） 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

期首残分 
 

 

 

払出１回目分 
 

 払出４回目分 

 

払出２回目分 
 

 払出５回目分 

 

払出３回目分 
 

 払出６回目分 

 

約定分 
 

 

 

繰上１回目分 
 

 

 

繰上２回目分 
 

 繰上３回目分 
 
期
首
残
高 

 
 
 
 

 

 
期
の
日
数 

 
 
 
 

 

 
払
出
日
① 

 

 

期

末

迄

の

日

数 

 
払
出
額
① 
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出
日
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出
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出
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払
出
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約
定
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約
定
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上
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上
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上
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出
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出
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    合計 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                

                                 払出額①～⑥の合計（期中貸付額）                        繰上額①～③の合計（繰上償還額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【様式第４号（別記４(2)関係）】 

融資機関役員名簿 
融資機関名                      

役職名 
氏 名

フリガナ

 
性別 住  所 生年月日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

  
男・女 

 

 
  年  月  日 

 （注）役員全員を記載すること。 



【参考様式（別記１(1)関係）】 

 

罹 災 証 明 書             

 

  年  月  日 

 

○○○○○市町村長 殿 

 

 

                        住 所 

                        氏 名             

                                             （法人名及び代表者名）         

 

１ 災害の種類 

 

    平成２９年７月九州北部豪雨  

  令和７年８月大雨  

 

２ 被害の状況 

 

作物名 

（樹種名） 

 

 

被害面積、 

被害農業用施

設等 

 

被害を受けた 

農業用資産の所在地 

 

 

平年生産量 

 

 

 

減収量 

 

 

 

 

 

 

        

     a 

 

 

 

 

       

     kg 

 

 

     kg 

 

 

 

 

            

      a 

 

 

 

 

       

     kg 

 

           

     kg 

 

 

 

 

 

            

      a 

 

 

 

 

 

 

       

     kg 

 

 

           

      kg 

 

    注：単位は、作物名等に応じて適宜、㎡、棟、ｔ、頭等に修正して下さい。  

                                    

 

    上記の災害による被害については、事実と相違ないことを証明する。 

 

                           年  月  日  

 

                         ○○○○○市町村長  印 


